
 
 

○日本国憲法の改正手続に関する法律（法律第51号）（抄） 

 ※ 平成19年５月14日成立、同月18日公布 

 

（趣旨） 

第一条 この法律は、日本国憲法第九十六条に定める日本国憲法の改正（以下「憲法改正」

という。）について、国民の承認に係る投票（以下「国民投票」という。）に関する手

続を定めるとともに、あわせて憲法改正の発議に係る手続の整備を行うものとする。 

 

（投票権） 

第三条 日本国民で年齢満十八年以上の者は、国民投票の投票権を有する。 

 

 

 附 則 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を経過した日から施行する。ただし、第

六章の規定（国会法第十一章の二の次に一章を加える改正規定を除く。）並びに附則第

四条、第六条及び第七条の規定は公布の日以後初めて召集される国会の召集の日〔平成

一九年八月七日〕から、附則第三条第一項、第十一条及び第十二条の規定は公布の日か

ら施行する。 

 

（法制上の措置） 

第三条 国は、この法律が施行されるまでの間に、年齢満十八年以上満二十年未満の者が

国政選挙に参加することができること等となるよう、選挙権を有する者の年齢を定める

公職選挙法、成年年齢を定める民法（明治二十九年法律第八十九号）その他の法令の規

定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。 

２ 前項の法制上の措置が講ぜられ、年齢満十八年以上満二十年未満の者が国政選挙に参

加すること等ができるまでの間、第三条、第二十二条第一項、第三十五条及び第三十六

条第一項の規定の適用については、これらの規定中「満十八年以上」とあるのは、「満

二十年以上」とする。 



 
 
○酒税法（抄） 

 

（製造免許等の要件） 

第十条 第七条第一項、第八条又は前条第一項の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの

製造免許又は酒類の販売業免許の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するとき

は、税務署長は、酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許を与えな

いことができる。 

一～二 （省略） 

三 免許の申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人、被

保佐人若しくは被補助人であつて、その法定代理人（酒類等の製造又は販売に係る営業に関し代

理権を有するものに限る。）が前二号又は第七号から第八号までに規定する者である場合 

四～十二 （略） 

 

 

 

○酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律（抄） 

 

（酒類販売管理者） 

第八十六条の九 酒類小売業者（酒類製造業者又は酒類卸売業者であつて酒類製造業者及び酒類販売

業者以外の者に酒類を販売する者を含む。以下この条において同じ。）は、販売場ごとに、財務省

令で定めるところにより、当該販売場において酒類の販売業務に従事する者のうちから酒類販売管

理者を選任し、その者に、当該酒類小売業者又は当該販売場において酒類の販売業務に従事する使

用人その他の従業者に対し、これらの者が酒類の販売業務に関する法令の規定を遵守してその業務

を実施するために必要な助言又は指導を行わせなければならない。 

２ 酒類小売業者は、酒類販売管理者に選任しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合に

は、その者を酒類販売管理者に選任することができない。 

一 未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人である場合 

二 酒税法第十条第一号、第二号又は第七号から第八号までに規定する者に該当する場合 

３～６ （略） 
 
 

 

○酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令（抄） 

 

（表示の基準） 

第八条の四 法第八十六条の六第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

一 酒類の製法、品質その他これらに類する事項 

二 未成年者の飲酒防止に関する事項 

三 酒類の消費と健康との関係に関する事項 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

○未成年者の飲酒防止に関する表示基準 

 

（酒類の容器又は包装に対する表示） 

１ 酒類の容器又は包装（以下「容器等」という。）には、「未成年者の飲酒は法律で禁止されてい

る」旨を表示するものとする。 

２～３ （略） 

（酒類の陳列場所における表示） 

４ 酒類小売販売場（酒類製造業者及び酒類販売業者以外の者に酒類を販売する場所をいう。以下同

じ。）においては、酒類の陳列場所の見やすい箇所に、「酒類の売場である」又は「酒類の陳列場

所である」旨及び「２０歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」旨を

表示するものとする。 

この場合において、酒類の陳列場所が壁等により他の商品の陳列場所と明確に分離されていない

場合については、例えば、酒類を他の商品と陳列棚又は陳列ケース等により明確に区分した上で表

示するなど、陳列されている商品が酒類であることを購入者が容易に認識できる方法により表示す

るものとする。 

５ （略） 

（酒類の自動販売機に対する表示） 

６ 酒類小売販売場に設置している酒類の自動販売機には、次の各号に掲げる事項をそれぞれ当該各

号に掲げるところにより、当該自動販売機の前面の見やすい所に、夜間でも判読できるよう明りょ

うに表示するものとする。 

（１） 未成年者の飲酒は法律で禁止されていること。 

表示に使用する文字は、５７ポイントの活字以上の大きさの統一のとれたゴシック体の日本文

字とし、「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨を表示する。 

（２）～（３） （略） 

（酒類の通信販売における表示） 

７ 酒類小売販売場において酒類の通信販売（商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、

電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う商品の販売をい

う。）を行う場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を表示するものとす

る。 

（１） 酒類に関する広告又はカタログ等（インターネット等によるものを含む。） 「未成年者

の飲酒は法律で禁止されている」又は「未成年者に対しては酒類を販売しない」旨 

（２） 酒類の購入申込者が記載する申込書等の書類（インターネット等により申込みを受ける場

合には申込みに関する画面） 申込者の年齢記載欄を設けた上で、その近接する場所に「未成年

者の飲酒は法律で禁止されている」又は「未成年者に対しては酒類を販売しない」旨 

（３） 酒類の購入者に交付する納品書等の書類（インターネット等による通知を含む。） 「未

成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨 

８ （略） 
 
 
 

○酒類の表示の基準における重要基準 

 

一 （略） 

二 未成年者の飲酒防止に関する表示基準（平成元年国税庁告示第九号）第一項、第四項、第六項（表

示に使用する文字に係る部分を除く。）及び第七項 

三～四 （略） 



 
 

○未成年者飲酒禁止法（大正11年３月30日法律第20号） 
 

 

 

〔未成年者に対する飲酒の禁止〕 

第一条 満二十年ニ至ラサル者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス 

②未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者若ハ親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者未成年者ノ飲酒ヲ

知リタルトキハ之ヲ制止スヘシ 

③営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満二十年ニ至ラサル者ノ飲用ニ

供スルコトヲ知リテ酒類ヲ販売又ハ供与スルコトヲ得ス 

④営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満二十年ニ至ラザル者ノ飲酒ノ

防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス 

 

〔酒類及び器具の没収・廃き等の処分〕 

第二条 満二十年ニ至ラサル者カ其ノ飲用ニ供スル目的ヲ以テ所有又ハ所持スル酒類及

其ノ器具ハ行政ノ処分ヲ以テ之ヲ没収シ又ハ廃棄其ノ他ノ必要ナル処置ヲ為サシムル

コトヲ得 

 

〔罰則〕 

第三条 第一条第三項ノ規定ニ違反シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス 

②第一条第二項ノ規定ニ違反シタル者ハ科料ニ処ス 

 

第四条 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人

ノ業務ニ関シ前条第一項ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又

ハ人ニ対シ同項ノ刑ヲ科ス 
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